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中津市

工事書類簡素化の手引き

～ 現場品質向上のために ～

【建築関係工事】

令和8年7月改訂版（抜粋）

1



２. 簡素化のポイント（一部改訂）

〇着手前

Point①≪施工計画時点でしっかり協議�≫
Point②≪簡素化の手引き／簡素化チェックリストを活用�≫

〇施工中

Point③≪協議や報告の書類は、必要最小限かつ簡潔に�≫
Point④≪情報共有システム/電子マニフェストのメリットを活用�≫

〇完成時

Point⑤≪電子納品で“印刷・インデックス”の削減�≫
Point⑥≪“提示”書類は原本を�≫

前回の赤色 � 緑色
今回の改訂 � 赤色
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「簡素化の手引き」の内容を確認して、不要な書類の
“提出は求めない”“作成はしない”を徹底しましょう‼

Ｐｏｉｎｔ②≪ ≫

手引きの内容を
確認しましょう

この書類は簡素化
されたんですね

※自動出力される資料やすでに撮影した写真を削除する等の「簡素化のため
の手戻り作業」は不要です。

簡素化の手引きや簡素化
チェックリストを活用�(一部改訂)

前回の赤色 � 緑色
今回の改訂 � 赤色
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１-3．総合施工計画書

＜ Memo ＞

・100万円以上の工事では、
再生資源利用計画書、利用
促進計画書をコブリス・プ
ラスで作成し、総合施工計
画書に添付して提出

�10-5．参照

コブリス・プラス
https://fkplus.jacic.or.jp/

１００万円未満の工事では、再生資源利用計画（実
施）書及び利用促進計画（実施）書は提出不要！

前回の赤色 � 緑色
今回の改訂 � 赤色（一部改訂）
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４-1．工程管理資料

＜ Memo ＞

・指示・承諾・協議書、工事月
報、実施工程表の提出は原則不
要

・情報共有システムによる提出
も可（この場合、指示・承諾・
協議書で提出して良い）

・翌月の５日までに毎月提出

履行報告は、履行報告書と状況写真のみ提出！

前回の赤色 � 緑色
今回の改訂 � 赤色

（一部改訂）
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８-1．写真管理資料

＜ Memo ＞

・監督員が現地で確認

・一般的な建設機械の写真撮影
も不要

建設機械や車両に貼られている低騒音型、低振動型、
排出ガス対策型のラベル写真の撮影、提出は不要！

前回の赤色 � 緑色
今回の改訂 � 赤色

（一部改訂）
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８-3．写真管理資料

＜ Memo ＞

・本項目については、大分県土
木建築部の「土木工事の施工管
理基準及び規格値」の左記の囲
みの内容を建築工事も準用する

※測定不可能（不可視）部分に
ついては、出来形管理写真の省
略は不可。

完成後に測定可能な部分の出来形写真については、
出来形管理状況の分かる写真を工種ごとに１回撮影
し、後は撮影を省略！

前回の赤色 � 緑色
今回の改訂 � 赤色（一部改訂）
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＜ Memo ＞

１０-2．その他 （追加）
前回の赤色 � 緑色
今回の改訂 � 赤色

施工体制台帳、添付書類の提出は必要最小限とする！

【施工体制台帳に添付を必要とする書類】
(建設業法施行規則第14条の2第2項)

〇発注者との契約書の写し
〇下請負人が注文者との間で締結した契約書の写し

(注文・請書及び基本契約書又は約款等の写し) 

〇元請負人の配置技術者が主任（監理）技術者資格を有することを証す
る書面（監理技術者は、監理技術者資格証の写しに限る）

〇監理技術者補佐を置いた場合は、監理技術者補佐資格を有することを
証する書面
〇専門技術者を置いた場合は、資格を有することを証する書面

(国家資格等の技術検定合格証明証等の写し)

〇元請の主任（監理）技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の雇用関
係を証明できるものの写し(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知の写
し等)

※「作業員名簿」は、施工体制台帳の一部として位置付け
・作業員名簿の変更は、その都度提出する必要はない。
（他の様式の変更時に併せて提出でＯＫ）

【出典】国土交通省九州地方整備局

土木工事電子書類スリム化ガイドラインより

【添付が不要な書類の事例】
(作成が不要ではないため、受注者が適切
に保管)

・建設業許可や警備業認定証の写し
・請負会社の厚生年金保険や雇

用保険加入を証明する写し
・監理技術者などの技術者届の写し
・見積依頼書の添付資料

技術者配置要件以外の資格や
実務経歴の写し

・外国人就労者関係の書類
（外国人建設就労者等建設現場入場

届出書等）
・作業員名簿の資格・免許等
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１０-5．その他 （一部改訂）
前回の赤色 � 緑色
今回の改訂 � 赤色

再生資源利用実施書／利用促進実施書はコブリス・
プラスに登録し、コブリス・プラス登録済確認書の
み提出

（建設資材の使用又は建設副産物が発生し、設計金額100万円以上または建設リサイクル法等の対象工事）

＜ Memo ＞

※但し、再生資源計画書及び利用
促進計画書は、コブリス・プラス
で作成し、施工計画書等に添付し
て提出のこと。

建設発生土500㎥以上の場合は、

『確認結果票』も施工計画書に添
付して提出。

・監督員は、実施書の内容をコブ
リス・プラスにて確認。

・利用計画書、利用促進計画書は、
施工計画書に添付して提出。
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